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１都市計画の目標  

(1)都 市 づくりの 基本理念  

①  理 念 ・ 目 標  

長 洲 都 市 計 画 区 域 （ 以 下 、「 本 区 域 」と する 。）は 、熊 本県 の 北

西 部に 位 置 し 、荒 尾 市 と 玉 名 市 に 囲 ま れ た 地 域 で あ る 。大 半 は 有

明 海に 面 し た 平 地 で あり 、北 部 は県 立 自 然 公 園 に 指 定 さ れ る 小 岱

山 から 続 く 丘 陵 地 と なっ て い る 。

臨 海部 に は 、埋め 立 て に よ る 工 業 地 や 海 上 交 通 の 拠 点 で あ る 長

洲 港が 立 地 し て お り 、内 陸 部 に は 、 田 園地 帯 が 広 が っ て いる 。

産 業基 盤 が 充 実 し 、豊 か な 自 然 と多 様 な 産 業 を 有 す る 本 区 域 に

お いて は 、玉 名 市 や 荒 尾 市 な ど の 周 辺 都 市 と の 連 携 を 強 化 し 、海

上 拠 点 で あ る 長 洲 港 を 生 か し た 産 業 振 興 に よ る 活 力 と に ぎ わ い

に 満 ち た 県 北 地 域 の 発 展 を 支 え る 工 業 と 田 園 の 調 和 し た 都 市 の

創 造、 定 住 人 口 や 交 流人 口 の 増 加 に よ る地 域 の 活 性 化 を 目指 し 、

そ の 将 来 像 及 び 都 市 づ く り の 基 本 目 標 を 次 の よ う に 掲 げ る も の

と する 。

【 将来 像 】

『みんなの力で、夢・希望・活力・安全・安心のあるまち』  

【 都市 づ く り の 基 本 目標 】

「 未 来 を 拓 く 人 づ く り を 目 指 す 夢 の あ る ま ち 」  

ま ち づ く り は 、 人 づ く り に は じ ま る 。 家 庭 教 育 、 幼 児 期 の 教 育 、

学 校 教 育 、 ス ポ ー ツ ・ 文 化 活 動 な ど 、 幼 年 期 、 少 年 期 、 青 年 期 な ど

人 生 の 各 時 期 に お い て 、 子 ど も か ら 大 人 ま で 、 学 校 教 育 、 生 涯 学 習

を と お し て 未 来 を 拓 く 人 づ く り を す す め 夢 の あ る ま ち を 目 指 す 。  

「 人 と 人 と が 支 え 合 う 希 望 の あ る ま ち 」

誰 も が 、 住 み 慣 れ た 地 域 の な か で 、 い き い き と 健 康 で 安 心 し て 暮

ら せ る た め に 、 子 育 て 、 福 祉 、 保 健 、 医 療 分 野 な ど へ の 支 援 体 制 の

拡 充 を 図 り 、 人 と 人 と が 支 え あ う 希 望 の あ る ま ち を 目 指 す 。  
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「 地 域 の 資 源 を 活 か す 活 力 の あ る ま ち 」  

地 域 間 競 争 、 消 費 者 ニ ー ズ の 多 様 化 な ど 、 地 場 産 業 を 取 り 巻 く 環

境 が 大 き く 変 わ る な か 、産 業 の 振 興 は 町 発 展 の 大 き な 原 動 力 で あ り 、

地 域 の 資 源 を 活 か す 活 力 の あ る ま ち を 目 指 す 。  

「 安 心 し て 生 活 で き る 安 全 の あ る ま ち 」  

交 通 安 全 、 防 災 、 消 防 、 防 犯 体 制 の 整 備 な ど 、 私 た ち の 生 活 の な

か で 暮 ら し や 、 命 を し っ か り と 守 る た め の 環 境 を つ く り 、 安 心 し て

生 活 で き る 安 全 の あ る ま ち を 目 指 す 。

「 快 適 な 暮 ら し が で き る 安 心 の あ る ま ち 」  

道 路 、 公 園 、 上 ・ 下 水 道 な ど 快 適 な 生 活 の た め の 基 盤 整 備 を 図 る

と と も に 、 ご み の 減 量 化 、 リ サ イ ク ル の 推 進 な ど 、 環 境 に や さ し く

快 適 な 暮 ら し が で き る 安 心 の あ る ま ち を 目 指 す 。  

「 み ん な と と も に 未 来 へ つ な ぐ 協 働 の あ る ま ち 」  

少 子 高 齢 化 、 人 口 の 減 少 、 財 政 健 全 化 な ど 、 自 治 体 経 営 を 取 り 巻

く 環 境 が 厳 し さ を 増 す な か 、 住 民 と 行 政 と の 信 頼 関 係 を 築 き 、 健 全

な 財 政 運 営 の も と 、 み ん な と と も に 未 来 へ つ な ぐ 協 働 の あ る ま ち を

目 指 す 。  

②  都 市 計 画 区 域 の 範 囲  

本 区 域 の 範 囲 は 、 以 下 の と お り と す る 。

都 市 計 画 区 域 名  長 洲 都 市 計 画 区 域  

範  囲  長 洲 町 の 行 政 区 域 の 全 域  
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(2)地 域 ごとの市 街地像  

地 域ご と の 市 街 地 像 につ い て は 以 下 に 示す と お り で あ る 。

①  将 来 都 市 構 造

本 区 域 の 都 市 構 造 と して は 、玉 名 市 、荒 尾 市 と 連 絡 す る 放 射 状

の 国道 や 県 道 を 都 市 連携 軸 と し て 位 置 づけ る 。 また 、 菜 切 川 、 行

末 川、 浦 川 に よ り 水 と緑 の 軸 を 構 成 す る。

市 街 地 は 、 長 洲 町 役 場 周 辺 に 広 が る 既 成 の 市 街 地 を 位 置 づ け 、

集 約 型 都 市 構 造 を 形 成 し て い く 。 ま た 、 田 園 居 住 エ リ ア と し て 、

農 業 ゾ ー ン 内 に 形 成 さ れ て い る 住 宅 地 や 農 業 集 落 を 位 置 づ け る 。

さ ら に 、 工 業 ゾ ー ン と し て 有 明 海 に 面 し た 臨 海 部 の 工 業 地 帯 、

観 光 レ ク リ エ ー シ ョ ン 拠 点 と し て 町 内 に 点 在 す る 各 種 大 規 模 公

園 があ る 地 域 を 位 置 づけ る 。

②  地 域 （ ゾ ー ン ） ご と の 将 来 像  

＜ 中 心 拠 点 ＞  

長 洲 町 役 場 を 中 心 と し た 地 域 を 中 心 拠 点 と し て 位 置 づ け 、 商

業 ・業務 、教 育 ・ 文 化 、情 報 発 信 等 の 都 市 機 能 の 集 積 を 図 り 、 利

便 性の 高 い 機 能 的 な 中心 ゾ ー ン の 形 成 を図 る 。

＜ 交流 拠 点 ＞  

長 崎 ～ 熊 本 ～ 大 分 を 結 ぶ 観 光 ル ー ト の 中 継 点 に あ る 長 洲 港 周

辺 を交 流 拠 点 と し て 位置 づ け 、周 辺 道 路 網 の 充 実 を 図 り 、効 率 的

で 機能 的 な 交 通 結 節 点の 形 成 を 促 進 す る。

＜ 観光 レ ク リ エ ー シ ョン 拠 点 ＞  

沿 岸 域 に お け る 金 魚 と 鯉 の 郷 広 場 、総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー な ど

の 各施 設 と 周 辺 を 観 光レ ク リ エ ー シ ョ ン拠 点 と し て 位 置 づけ 、集

客 力の 向 上 を 目 指 し て、ア ク セ ス交 通 基 盤 や 施 設 内 の 機 能 充 実 を

図 る。

＜ 市街 地 ゾ ー ン ＞  

中 心 拠 点 に 近 接 し て 形 成 さ れ る 店 舗 、住 宅 を 主 と した 都 市 的 土

地 利 用 が さ れ て い る 地 域 を 本 区 域 の 市 街 地 ゾ ー ン と し て 位 置 づ
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け 、 生 活 利 便 性 の 高 い 住 宅 市 街 地 と し て 、 良 好 な 住 環 境 の 維 持 、

増 進を 図 る 。

＜ 工業 ゾ ー ン ＞  

造 船 業 、金 属 加 工 業 を 中 核 企 業 と す る 有 明 海 に 面 し た 広 大 な 工

業 地 帯 を 、 工 業 ゾ ー ン と 位 置 づ け 、 都 市 基 盤 整 備 の 充 実 を 図 る 。

＜ 農業 ゾ ー ン ＞  

河 川 流 域 に 広 が る 田 園 空 間 は 、 重 要 な 農業 生 産 基 盤 で あ ると

と もに 、 動 植 物 の 生 息域 と な る 豊 か な 自然 環 境 や 美 し い 景観 を

有 する 地 区 と し て 保 全を 図 る 。  

＜ 自 然 保 全 ゾ ー ン ＞  

有 明 海 に 広 が る 干 潟 や 区 域 北 東 部 に 点 在す る 山 林 及 び 町 内を

流 れる 河 川 に つ い て は、 動 植 物 の 生 息 域と な る 豊 か な 自 然環 境

や 、良 好 な 景 観 を 有 する 地 区 と し て 保 全を 図 る 。  

＜ 田 園 居 住 エ リ ア ＞  

用 途 地 域 1 外 の 区 域 に お け る 主 要 な 集 落 を 田 園 居 住 エ リ ア と

し て位 置 づ け 、 歴 史 や文 化 、 現 在 の 集 落形 態 等 の 地 域 特 性に 配

慮 した 生 活 環 境 の 整 備を 図 る 。  
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(3)各 種 の社会的 課題への対応

①   少 子 ・ 高 齢 化 へ の 対 応  

本 区 域 の 少 子・高 齢 化 の 進 行 を 踏 ま え 、都 市 計 画 の 方 針 とし て 、

全 て の 人 が 安 全 で 快 適 に 社 会 活 動 を 営 む こ と が で き る よ う ユ ニ

バ ーサ ル デ ザ イ ン に 配慮 し た 都 市 基 盤 整備 を 進 め る と と もに 、社

会 活動 に 応 じ た 都 市 施設 の 適 正 配 置 を 進め る 。

②  地 球 温 暖 化 を は じ め と す る 環 境 問 題へ の 対 応  

環 境 負 荷 の 少 な い 低 炭 素 型 の 都 市 2 を 形 成 す る た め に 、 交 通 の

発 生 や 移 動 の 需 要 が 少 な く 省 エ ネ ル ギ ー に も 寄 与 す る 集 約 型 都

市 構造 3 へ の 誘 導 、 公 共 交 通 へ の 転 換 、 太 陽 光 発 電 の 利 用、 道 路

の 効果 的 整 備 に よ る 交通 の 円 滑 化、市 街 地 の 緑 化 や 市 街 地 等 周 辺

緑 地の 保 全 等 を 推 進 する 。

③   都 市 に お け る 自 然 環 境 保 全 へ の 対 応  

本 区 域 は 、 有 明 海 な ど 、 豊 か な 自 然 環 境 を 多 く 有 し て い る 。都

市 計画 の 方 針 と し て 、無 秩 序 な 宅地 開 発 の 抑 制 や 風 致 の 保 持 な ど 、

良 好な 自 然 環 境 の 維 持・保 全 を 前提 と し た 都 市 計 画 の 策 定 や 事 業

の 実施 を 図 る 。

④   社 会 的 な 交 流 ・ 連 携 へ の 対 応  

本 区 域 は 、県 北 地 域 の 拠 点 都 市 で あ る 荒 尾 市 、玉 名 市 に 隣 接 し

て いる こ と か ら 、 交 流・ 連 携 の 強 化 が 求め ら れ て い る 。

交 流・連 携 を 促 進 す る た め の 都 市 計 画 の 方 針 と し て 、都 市 計 画

行 政の 連 携 に 取 り 組 むと と も に 、効 率 的 に 機 能 す る 交 通 基 盤 の 整

備 を図 る 。

⑤  都 市 防 災 へ の 対 応  

近 年 発 生 し た 大 地 震 、 水 害 、 高 潮 災 害 等 に よ り 、全 国 的 に 地 域

防 災や 危 機 管 理 に 対 する 意 識 が 高 ま っ てい る 。住 民 の 生 命 、財 産

を 守り 、 災 害 に 強 い 都 市 形 成 を 図 る た め 、防 災 組 織 の 充 実 、避 難

地・ 避 難 経 路 の 確 保、 市 街 地 の 不 燃 ・耐 震 化 等 を 進 め る も の と す

る 。
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⑥  安 全 ・ 安 心 に 暮 ら せ る 地 域 づ く り への 対 応  

最 近 の 犯 罪 の 発 生 状 況 を 踏 ま え 、各 種 社 会 基 盤 の 整 備 に あ た っ

て は、地 域 の 状 況 に 応 じ て 、警 察 、 公 共 施 設 管 理 者 及 び 地 域 住 民

等 と連 携 し 、犯 罪 防 止 に 配 慮 し た 整 備 を 行 う こ と に よ り 、住 民 が

安 全・ 安 心 に 暮 ら せ る地 域 づ く り を 進 める も の と す る 。

(4)都 市 計画区域 の広域的位置づ け  

本 区域 は 、隣 接 す る 荒 尾 市 、玉 名 市 や 、近 接す る 大 牟 田 市と の 結

び つき が 強 く 、こ れ ら の 都 市 と 広 域 的 生 活 圏 域 を 形 成 し て い る 。ま

た、県 北 地 域 に お け る海 上 交 通 の 拠 点 であ る 長 洲 港 を 有 して い る た

め 、長 崎 県 と の つ な がり も 深 い 。

こ のた め 、本 区域 に お け る 都 市 計 画 の あ り 方 と し て は 、定住 ゾ ー

ン とし て 荒 尾 市、玉 名 市 、大 牟 田 市 と の連 携 を 図 っ て い くも の と す

る 。ま た 、九 州 自 動 車道 や 九 州 新 幹 線 、鹿 児島 本 線 と い った 九 州 の

縦 軸と 、長 崎 方面 へ の 横 軸 の 結 節 点 と し て 、長 洲 港 を 中 心と し た 海

の 玄関 口 と し て の 機 能の 向 上 と 道 路 網 整備 を 推 進 す る 。
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※ こ の 図 面 は 、お お む ね の 位 置 、広 が り を 示 し て い る 。
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２区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針  

(1)区 域 区分の決 定の方針  

本 区域 に お い て は 、 区域 区 分 4を 定 め な い 。

な お 、 区 域 区 分 を 定 めな い 根 拠 は 、 以 下の と お り で あ る 。

①   本 区 域 の 近 年 の 人 口 は 減 少 傾 向 で 、将 来 も 同様 に 推 移す る こ

と が見 込 ま れ る。 産 業 に つ い て は、 製 造 品 出 荷 額 が 増 加 傾 向 に

あ るも の の、急 激 な 市 街 地 拡 大 の 可 能 性 は 低 い も の と 想 定 さ れ

る 。  

②   本 区 域 に は 、す で に ま と ま っ た 市 街 地 が 存 在 し 、今 後も 当 該

市 街地 を 中 心 と し た 都市 整 備 を 進 め る こと で 、良 好 な 市 街 地 の

形 成を 図 る こ と が 可 能で あ る と 考 え ら れる 。  

③   ① に よ り 急 激 な 市 街 地 の 拡 大 は 想 定 さ れ な い こ と 及 び ② の

と おり 計 画 的 な 都 市 整備 を 進 め る こ と によ り 、市 街 地 周 辺 の 農

地 や 郊 外 の 自 然 環 境 と 調 和 し た 良 好 な 都 市 環 境 を 形 成 す る こ

と が可 能 で あ る 。  
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３主要な都市計画の決定の方針  

(1)土 地 利用に関 する主要な都市 計画の決定の方針  

①   主 要 用 途 の 配 置 の 方 針  

機 能 的 な 都 市 活 動 の 推 進 、 良 好 な 都 市 環境 の 形 成 を 図 る ため 、

市 街化 の 将 来 見 通 し と土 地 利 用 の 現 況 を勘 案 し て 、都 市 内 に お け

る 住居 、 商 業 、 工 業 等の 用 途 を 適 切 に 配置 す る 。

ａ   商 業 ・ 業 務 地  

沿 道 型 商 業 サ ー ビ ス や 行 政 機 能 の 集 積 する 役 場 周 辺 の 既 成市

街 地に 、 本 区 域 の 商 業・ 業 務 地 を 配 置 する 。  

本 区 域 の 消 費 活 動 は 、 荒 尾 市 、 大 牟 田 市等 へ 流 出 し て い る傾

向 にあ る が 、 日 常 生 活を 支 援 す る 商 業 ・業 務 地 と し て の 利便 性

を 高め る た め に 、 歩 行者 空 間 を 整 備 す る。  

ｂ   住 宅 地  

商 業 ・ 業 務 地 の 周 辺 に 位 置 す る 既 成 市 街地 に 、 中 密 度 住 宅地

を 配置 す る 。 中 密 度 住宅 地 で は 、 比 較 的密 度 の 高 い 市 街 地形 態

を 維持 し つ つ 、 良 好 な居 住 環 境 の 維 持 ・誘 導 を 図 る た め 、中 層

共 同住 宅 へ の 建 替 え を促 進 す る な ど 、位 置 的 な 利 便 性 を 生 か し 、

安 全で 機 能 的 な 市 街 地へ の 更 新 に 努 め る。  

農 業 ゾ ー ン に 接 す る 市 街 地 内 の 外 縁 部 に低 密 度 住 宅 地 を 配置

し 、良 質 な 戸 建 て 住 宅地 の 形 成 を 図 る 。  

ｃ   工 業 地  

交 通 の 便 に 優 れ 、 か つ 周 辺 環 境 と の 調 和と い っ た 視 点 か ら、

臨 海部 に 工 業 地 を 配 置す る 。  

今 後 と も 生 産 活 動 の 維 持 増 進 と 公 害 防 止に 努 め 、 周 辺 の 住宅

地 や自 然 的 環 境 と の 調和 を 図 る と と も に、 市 街 地 内 に 点 在す る

既 存工 場 の 臨 海 部 へ の集 約 に 努 め る 。  
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②   土 地 利 用 の 方 針  

ア ） 用 途 転 換 、 用 途 純 化 ま た は 用 途 の 複合 化 に 関 す る 方 針  

新 た な 工 業 系 の 土 地 需 要 が 発 生 し た 場 合に つ い て は 、 住 環境

や 自然 的 環 境 へ の 影 響を 考 慮 し、工 業 地 へ の 集 約・誘 導 を図 る 。  

良 好 な 住 環 境 が 形 成 さ れ て い る 地 区 に つい て は 、 専 用 住 宅地

と して そ の 維 持 を 進 める 。  

イ ） 居 住 環 境 の 改 善 ま た は 維 持 に 関 す る方 針  

道 路 な ど の 都 市 基 盤 が 比 較 的 整 い 、 良 好な 住 環 境 が 確 保 され

た 地区 に つ い て は 現 在の 環 境 維 持 を 進 める 。  

ウ ） 優 良 な 農 地 と の 健 全 な 調 和 に 関 す る方 針  

用 途 地 域 外 の 農 用 地 は 、貴 重 な 農 業 生 産 基 盤 で あ る こ と か ら 、

保 全を 図 る 。  

エ ） 自 然 環 境 形 成 の 観 点 か ら 必 要 な 保 全に 関 す る 方 針  

自 然 保 全 ゾ ー ン で あ る 町 北 東 部 に は 自 然林 が 点 在 し 、 果 樹園

が 広が っ て い る が 、 自然 環 境 は 年 々 減 少傾 向 に あ る 。 し たが っ

て 、本 区 域 に お け る 良好 な 都 市 環 境 を 保持 す る 観 点 か ら 、自 然

的 環境 の 保 全 に 関 す る規 制 ・ 誘 導 方 策 を検 討 す る 。  

オ ） 計 画 的 な 都 市 的 土 地 利 用 の 実 現 に 関す る 方 針  

用 途 地 域 外 の 区 域 の う ち 、 農 業 振 興 地 域の 整 備 に 関 す る 法律

や 森林 法 等 に よ る 規 制の 対 象 外 の 地 域 にお い て は 、 都 市 的土 地

利 用へ の 無 秩 序 な 転 換を 防 ぐ た め 、 必 要に 応 じ て 地 区 計 画制 度

5 や 特 定 用 途 制 限 地 域 6、 建 築 形 態 規 制 7 の 活 用 を 検 討 し 、 環 境

の 維 持 ・ 保 全 を 図 る 。  
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(2)都 市 施設の整 備に関する主要 な都市計画の決定の方針  

①   交 通 施 設 の 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針  

ａ   基 本 方 針  

ア ） 交 通 体 系 の 整 備 の 方 針  

本 区 域 は 、 長 崎 県 と の フ ェ リ ー 航 路 を 持 ち 、 ま た 、 長 崎 ～ 熊

本 ～ 大 分 を 結 ぶ 観 光 ル ー ト の 中 継 点 で あ る 長 洲 港 を 有 し て お り 、

こ の 交 流 拠 点 を 生 か す 交 通 体 系 を 構 築 す る た め 道 路 網 の 整 備 充

実 を 図 っ て い く こ と が 重 要 で あ る 。  

本 区 域 に お け る 自 動 車 交 通 は 、 住 民 の 日 常 生 活 に 不 可 欠 な 交

通 手 段 と な っ て い る 。  

鉄 道 に つ い て は 、 本 区 域 内 に 長 洲 駅 を 有 し 、 都 市 間 の 移 動 を

中 心 に 利 用 さ れ て い る 。 ま た 隣 接 す る 玉 名 市 に 九 州 新 幹 線 新 玉

名 駅 が あ る こ と か ら 、 各 路 線 間 で 高 速 交 通 と 生 活 交 通 の 機 能 分

担 が 進 む 見 通 し に あ る 。  

路 線 バ ス は 、 幹 線 道 路 を 中 心 に 荒 尾 市 、 玉 名 市 と 連 絡 さ れ て

お り 、 都 市 内 ・ 都 市 間 の 生 活 交 通 と し て 、 通 学 や 高 齢 者 の 身 近

な 移 動 手 段 と し て 利 用 さ れ て い る 。な お 、平 成 23 年 10 月 よ り 、

車 を 自 由 に 使 え な い 住 民 の 移 動 手 段 を 優 先 的 に 確 保 す る た め に 、

長 洲 町 予 約 型 乗 合 タ ク シ ー の 運 行 を 始 め る 。  

自 転 車 は 、 主 に 市 街 地 内 や 集 落 間 の 身 近 な 移 動 手 段 と し て 利

用 さ れ て い る 。  

フ ェ リ ー 航 路 に つ い て は 、 長 洲 港 に よ っ て 長 崎 県 多 比 良 港 と

結 ば れ 、 年 間 90 万 人 が 利 用 す る 海 上 交 通 の 拠 点 と な っ て い る 。 

こ の よ う な 交 通 機 関 相 互 の 役 割 分 担 の 状 況 を 踏 ま え 、 道 路 網

の 拡 充 を 主 と し た 自 動 車 交 通 の 利 便 性 向 上 に 努 め つ つ 、 少 子 ・

高 齢 化 の 進 展 や 環 境 保 全 の 必 要 性 の 高 ま り に 配 慮 し て 、 公 共 交

通 や 自 転 車 等 の 利 用 環 境 の 向 上 を 促 進 し て い く 。  

基 本 的 に は 、 自 転 車 や 歩 行 者 の 安 全 な 通 行 に 配 慮 し た 幹 線 道

路 や 生 活 道 路 を 適 正 に 配 置 す る と と も に 、 長 洲 港 を 主 と し た 交

通 結 節 点 の 機 能 向 上 に 努 め る 。 ま た 、 国 道 501 号 等 の 広 域 的 な

幹 線 道 路 を 効 果 的 に 連 携 さ せ る た め に 都 市 内 の 幹 線 道 路 整 備 も

進 め て い く 。  
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イ ） 整 備 水 準 の 目 標  

本 区 域 の 用 途 地 域 に お け る 幹 線 道 路 の 配 置 密 度 は 、 平 成 17

年 度 末 現 在 1. 2km / k ㎡ で あ り 、 お お む ね 20 年 後 の 平 成 37 年 に

は 1.4 km / k ㎡ 程 度 と な る こ と を 目 標 と し て 整 備 を 進 め る 。  

ｂ   主 要 な 施 設 の 配 置 の 方 針  

ア ） 道 路 整 備 の 方 針  

長 洲 港 及 び そ の 周 辺 の 市 街 地 を 起 点 に 、 荒 尾 市 及 び 玉 名 市 ・

熊 本 市 方 面 を 連 絡 す る 広 域 的 な 幹 線 道 路 に つ い て は 、 積 極 的 に

整 備 を 進 め る 。  

都 市 内 道 路 に つ い て は 、 東 西 方 向 の 広 域 的 な 幹 線 道 路 で あ る

国 道 501 号 と 交 差 す る 南 北 方 向 の 路 線 や 玉 名 市 に 連 絡 す る 路 線

な ど を 強 化 し 、 効 率 的 な ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 を 推 進 す る 。  

生 活 道 路 に つ い て は 、 中 心 市 街 地 に お け る 沿 道 ア ク セ ス 機 能

の 向 上 と 交 通 安 全 の 確 保 に 努 め る と と も に 、 既 成 市 街 地 に お け

る 防 災 性 の 向 上 等 を 促 進 す る 。  

ま た 、道 路 整 備 に あ た っ て は 、交 通 安 全 施 設 の 充 実 等 に よ り 、

安 全 性 の 高 い 交 通 空 間 の 整 備 を 推 進 す る 。  

イ ） 公 共 交 通 に 関 す る 整 備 の 方 針  

本 区 域 に は 、 Ｊ Ｒ 鹿 児 島 本 線 が 東 西 方 向 に 走 っ て お り 、 長 洲

駅 が あ る 。  

長 洲 駅 に つ い て は 、 周 辺 市 街 地 と の 一 体 的 な 都 市 基 盤 整 備 の

充 実 や 長 洲 港 と の 連 絡 強 化 に つ い て 検 討 す る 。  

ま た 、 交 通 結 節 点 及 び そ の 周 辺 に つ い て は 、 ユ ニ バ ー サ ル デ

ザ イ ン を 導 入 す る こ と で 、 高 齢 者 や 障 が い 者 に 優 し い ま ち づ く

り を 目 指 し て い く 。  

ｃ   主 要 な 施 設 の 整 備 目 標  

お お む ね 10 年 以 内 に 整 備 又 は 事 業 着 手 を 予 定 す る 主 要 な 施

設 は 以 下 の と お り と す る 。  

種  別 名   称  
３ ． ２ ． １   長 洲 玉 名 線  
３ ． ３ ． ３   赤 田 上 沖 洲 線  
３ ． ４ ． ８   長 洲 岱 明 線  

道 路  

３ ． ６ ． 13 新 山 海 岸 線  
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②   下 水 道 の 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針  

ａ   基 本 方 針  

ア ） 下 水 道 の 整 備 の 方 針  

生 活 環 境 の 改 善 と 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 を 図 る た め 、 本 区 域

に お い て は 、 公 共 下 水 道 を 基 本 と し な が ら 、 市 街 地 の 形 成 状 況

等 の 地 域 特 性 に 応 じ て 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 な ど 効 率 的 な 生 活

排 水 処 理 施 設 の 整 備 を 推 進 し て い く 。  

ま た 、 浸 水 地 域 の 解 消 を 図 る た め 、 公 共 下 水 道 の 雨 水 排 除 施

設 整 備 に つ い て も 計 画 的 に 進 め る 。  

イ ） 整 備 水 準 の 目 標  

平 成 17 年 現 在 の 公 共 下 水 道 整 備 率（ 全 体 計 画 区 域 面 積 に 占 め

る 供 用 済 面 積 ） は 70. 7％ で あ る が 、 お お む ね 17 年 後 の 平 成 34

年 度 に は 100％ に な る こ と を 目 標 と し て 整 備 を 進 め る 。  

ｂ   主 要 な 施 設 の 配 置 の 方 針  

生 活 環 境 の 改 善 や 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 、 浸 水 対 策 を 図 る こ

と を 目 指 し 、 公 共 下 水 道 の 整 備 を 進 め る 。  

公 共 下 水 道 処 理 区 域 外 に つ い て は 、 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 等

を 進 め る 。  

ｃ   主 要 な 施 設 の 整 備 目 標  

お お む ね 10 年 以 内 に 整 備 又 は 事 業 着 手 を 予 定 す る 主 要 な 施

設 は 以 下 の と お り と す る 。  

種   別  名   称  

公 共 下 水 道  長 洲 処 理 区  
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③   河 川 の 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針  

ａ   基 本 方 針  

河 川 は 、 住 民 生 活 に う る お い を 与 え 、 社 会 生 活 や 産 業 活 動 の

基 盤 と な る も の で あ る こ と か ら 、 河 川 の 積 極 的 な 整 備 保 全 に 努

め 、 生 態 系 に 配 慮 し た 多 自 然 川 づ く り 8 を 進 め る 。  

ｂ   主 要 な 施 設 の 配 置 の 方 針  

良 好 な 都 市 環 境 形 成 の た め 、 市 街 地 周 辺 の 河 川 に お い て は 、

遊 歩 道 等 の 整 備 を 検 討 す る 。  

ｃ  主 要 な 施 設 の 整 備 目 標  

お お む ね 10年 以 内 に 整 備 又 は 事 業 着 手 を 予 定 す る 主 要 な 施 設

は 以 下 の と お り と す る 。  

種  別  名  称  

河 川  浦 川  

④   そ の 他 の 都 市 施 設  

ａ   基 本 方 針  

前 述 の 都 市 施 設 以 外 で 、都 市 機 能 の 向 上 や 、快 適 な 居 住 環 境 、

美 し い 地 域 環 境 等 の 維 持 ・ 形 成 の た め に 必 要 な 公 共 公 益 施 設 に

つ い て は 、 既 存 施 設 の 適 正 な 維 持 ・ 管 理 に 努 め る と と も に 、 今

後 の 処 理 能 力 、 広 域 圏 に お け る 本 区 域 の 役 割 、 住 民 の 需 要 、 周

辺 環 境 と の 調 和 等 に 配 慮 し な が ら 、 必 要 に 応 じ て 、 施 設 の 新 設

等 、 拡 充 整 備 を 図 っ て い く も の と す る 。  

(3)市 街 地開発事 業に関する主要 な都市計画の決定の方針  

①   主 要 な 市 街 地 開 発 事 業 の 決 定 の 方 針  

市 街 地 中 心 部 の 都 市 機 能 を 向 上 す る た め に は 、 土 地 の 有 効 利 用

や 適 切 な 土 地 利 用 の 実 現 を 図 る こ と が 必 要 で あ り 、 市 街 地 開 発 事

業 等 の 導 入 に つ い て 検 討 す る 。

土 地 利 用 の 整 序 が な さ れ て い な い 地 域 に つ い て は 、 地 域 活 性 化

や 住 環 境 改 善 な ど の 観 点 か ら 、 必 要 に 応 じ 面 的 な 市 街 地 整 備 手 法

の 導 入 に つ い て 検 討 す る 。
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(4)自 然 的環境の 整備または保全 に関する都市計画の決定の方針  

①   基 本 方 針  

ａ   基 本 方 針  

公 園 緑 地 は 、 都 市 の オ ー プ ン ス ペ ー ス と し て 都 市 防 災 、 都 市

環 境 の 維 持 ・ 改 善 、 都 市 景 観 形 成 、 健 康 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 等

種 々 の 機 能 を 持 つ も の で 、 こ の 機 能 を 担 保 す る た め 、 児 童 公 園

等 の 身 近 な 公 園 か ら 総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 等 の 広 域 的 な レ ク リ

エ ー シ ョ ン 需 要 に 対 応 し た 公 園 ま で 、 適 正 な 維 持 管 理 を 行 っ て

い く 。  

ｂ   緑 地 の 確 保 目 標 水 準  

住 民 一 人 当 た り の 都 市 施 設 と し て の 公 園 及 び 広 場 の 面 積 は 平

成 17 年 度 現 在 14. 8 ㎡ で あ り 、 今 後 は 既 存 施 設 の 適 正 な 維 持 管

理 、 遊 具 や 設 備 の 点 検 を 行 っ て い く 。  

②   主 要 な 緑 地 の 配 置 方 針  

ア ） 環 境 保 全 系 統  

市 街 地 中 心 部 の 緑 地 帯 及 び 憩 い の 場 で あ る 河 川 空 間 は 、 生 態

系 に 十 分 配 慮 し た 保 全 に 努 め る と と も に 、 遊 歩 道 の 活 用 を 検 討

す る 。 ま た 、 う る お い の あ る 空 間 と し て 、 金 魚 と 鯉 の 郷 広 場 、

浦 川 、 菜 切 川 、 有 明 海 等 の 緑 や 水 辺 を 活 か し た 水 と 緑 の ネ ッ ト

ワ ー ク 化 を 検 討 す る 。  

周 辺 の 丘 陵 地 で は 、 自 然 的 環 境 の 保 全 及 び 自 然 災 害 の 防 止 の

観 点 か ら 宅 地 開 発 を 抑 制 す る 。  

イ ） レ ク リ エ ー シ ョ ン 系 統  

多 様 な レ ク リ エ ー シ ョ ン 需 要 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 総 合 ス

ポ ー ツ セ ン タ ー 等 の 基 幹 的 な 公 園 と 児 童 公 園 等 の 身 近 な 公 園 の

適 正 な 維 持 管 理 を 行 う 。  

ウ ） 防 災 系 統  

市 街 地 内 緑 地 は 、 防 災 機 能 の 観 点 か ら 積 極 的 に 保 全 す る 。  
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エ ） 景 観 構 成 系 統  

観 光 レ ク リ エ ー シ ョ ン 拠 点 の 中 心 施 設 で あ る 各 公 園 、 広 場 等

に つ い て は 、 区 域 を 代 表 す る 緑 地 と し て 位 置 づ け 、 周 辺 の 公 共

空 間 も 含 め て 、 適 正 な 維 持 管 理 を 行 う 。  

③   実 現 の た め の 具 体 的 な 都 市 計 画 制 度 の 方 針  

自 然 環 境 の 保 全 、 自 然 景 観 の 形 成 、 あ る い は 史 跡 の 保 護 等 の 観

点 か ら 重 要 と 判 断 さ れ る 緑 地 に つ い て は 、 都 市 公 園 と し て の 活 用

を 図 る と と も に 、風 致 地 区 9、緑 地 保 全 地 区 1 0な ど の 法 規 制 に よ る

保 全 策 の 適 用 に つ い て 検 討 す る 。
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※ こ の 図 面 は 、 土 地 利 用 の お お む ね の 配 置 を 示 し て い る 。
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用語の解説  

0 1  用 途 地 域 ： 住 宅 地 に 望 ま し い 環 境 づ く り や 、 商 工 業 に 適 し た 地 域 づ く り な ど 、
そ れ ぞ れ の 地 域 に ふ さ わ し い 発 展 を 促 す た め 、都 市 計 画 法 に 基 づ い て 定 め ら れ
て い る も の 。 地 域 区 分 に は 大 き く 分 け て 「 住 居 系 」「 商 業 系 」「 工 業 系 」 の 3つ
が あ り 、そ の な か で さ ら に 細 か く 分 け ら れ 、全 部 で 1 2種 類 あ る 。各 区 分 に よ っ
て 、建 て ら れ る も の と 建 て ら れ な い も の 、そ の 規 模 の 制 限 が く わ し く 規 定 さ れ
る 。 住 宅 が 建 て ら れ な い の は 「 工 業 専 用 地 域 」 の み 。  

0 2  低 炭 素 型 の 都 市：地 球 温 暖 化 の 原 因 と な る Ｃ Ｏ ２ な ど の 排 出 を 最 小 化 す る た め
に 。市 街 地 の 拡 散 を 抑 制 し 、公 共 交 通 活 用 な ど の 交 通 対 策 と 組 み 合 わ せ た コ ン
パ ク ト な 構 造 と し た 都 市 。建 物 の 更 新 を 面 的 に 推 進 し 併 せ て エ ネ ル ギ ー 利 用 の
効 率 化 や 未 利 用・再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 活 用 を 図 っ た り 、あ る い は 吸 収 源 と な
る 緑 地 の 保 全 と 緑 化 を 推 進 す る こ と な ど の 対 策 を 総 合 的 に 推 進 す る 都 市 。  

0 3  集 約 型 都 市 構 造：都 市 圏 内 の 中 心 市 街 地 及 び 主 要 な 交 通 結 節 点 周 辺 等 を 都 市 機
能 の 集 積 を 促 進 す る 拠 点（ 集 約 拠 点 ）と し て 位 置 づ け 、集 約 拠 点 と 都 市 圏 内 の
そ の 他 の 地 域 を 公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク で 有 機 的 に 連 携 す る こ と で 、都 市 圏 内 の
多 く の 人 に と っ て の 暮 ら し や す さ と 当 該 都 市 圏 全 体 の 持 続 的 な 発 展 を 確 保 す
る も の で あ る 。  

0 4  区 域 区 分 ： 都 市 計 画 の 基 本 的 な 制 度 と し て 、都 市 計 画 区 域 を「 市 街 化 区 域 」と
「 市 街 化 調 整 区 域 」に 区 分 す る い わ ゆ る「 線 引 き 制 度 」が あ る 。都 市 で の 人 口
や 産 業 の 集 中 が 激 し く な る と 、市 街 地 周 辺 部 な ど で は 、本 来 市 街 化 す る こ と が
不 適 切 な 土 地 ま で も が 乱 開 発 な ど に よ っ て 無 秩 序 に 市 街 化 さ れ 、居 住 環 境 の 悪
化 を 招 く だ け で な く 都 市 農 業 に も 悪 影 響 を 与 え る こ と と な る 。こ の よ う な 事 態
を 防 ぎ 都 市 機 能 の 効 率 化 を は か る と と も に 、都 市 農 業 と の 調 和 の と れ た 生 活 環
境 を 築 く た め 、 都 市 計 画 区 域 を 「 市 街 化 区 域 」 と 「 市 街 化 調 整 区 域 」 に 区 分 す
る こ と 。  

区 域 区 分 （ 線 引 き ） を 行 う か 否 か に つ い て は 、 県 が 作 成 す る 「 都 市 計 画 区
域 マ ス タ ー プ ラ ン 」 の 中 で そ の 方 針 を 明 確 に し た 後 に 、 県 の 都 市 計 画 審 議 会
に 附 議 し 、 県 が 都 市 計 画 決 定 を 行 う 。  
● 区 域 区 分 制 度 適 用 基 準  

市 街 化 区 域  市 街 化 調 整 区 域  
① す で に 市 街 地 を 形 成 し て い る 区 域  

面 積 が 5 0 h a  以 下 の お お む ね 整 形 の
土 地 の 区 域 ご と に 区 分 し て  
・ そ の 区 域 の 人 口 密 度 が 4 0  人 / h a  

以 上 で あ る も の が 連 担 し て い て
そ の 人 口 が 3 , 0 0 0  以 上 で あ る こ
と （ 統 計 上 の 人 口 集 中 地 区 に 該
当 す る 区 域 ）  

・ 上 記 の 区 域 に 接 続 し て い る 区 域
で 、 建 築 物 の 敷 地 が 区 域 面 積 の
1 / 3  以 上 で あ る も の （ 将 来 の 市
街 化 が 確 実 で あ る と 思 わ れ る も
の ）  

② お お む ね 1 0  年 以 内 に 優 先 的 か つ 計
画 的 に 市 街 化 を 図 る べ き 区 域  
（ 原 則 と し て 、市 街 化 調 整 区 域 と す
べ き 土 地 の 区 域 を 含 ま な い こ と ）  

① 優 良 な 集 団 農 地 、 そ の 他 長 期 に わ
た り 農 用 地 と し て 保 存 す べ き 土 地
の 区 域  

② 市 街 化 の 動 向 か ら み て 市 街 化 が 不
適 当 な 区 域  

③ 自 然 風 景 の 維 持 等 を 図 る べ き 区
域 ④ 災 害 の 発 生 の 恐 れ が あ る 区
域  

● 区 域 区 分 制 度 が 義 務 づ け さ れ て い る 都 市 計 画 区 域  
依 然 開 発 圧 力 が 高 く 、計 画 的 に 市 街 化 を 進 め る 必 要 性 が 法 律 上 規 定 さ れ

て い る  
① 三 大 都 市 圏 の 既 成 市 街 地 、 近 郊 整 備 地 帯 等  
② 政 令 指 定 都 市 を 含 む 都 市 計 画 区 域  

に つ い て は 、 線 引 き が 義 務 づ け ら れ て い る 。  
注 ） 上 記 の 基 準 等 は 平 成 1 2  年 5月 に 成 立 し た 改 正 都 市 計 画 法 に 基 づ く も の

だ が 、 法 改 正 以 前 に お い て は 、 区 域 区 分 制 度 が 義 務 づ け ら れ て い る 区
域 と し て 新 産 業 都 市 促 進 法（ 昭 和 3 7年 ）、工 業 整 備 特 別 地 域 促 進 法（ 昭
和 3 9年 ） に よ っ て 指 定 さ れ た 地 域 も 含 ま れ て い た 。  
荒 尾 市 を 含 む 「 不 知 火 ・ 有 明 ・ 大 牟 田 地 域 」 は 新 産 業 都 市 の 地 域 指 定
を 受 け て い た た め に 区 域 区 分 制 度 が 義 務 づ け ら れ て い た こ と に な る 。
な お 、 こ の 二 法 は 現 時 点 で は 廃 止 さ れ て い る 。  
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0 5  地 区 計 画：定 区 域 に お け る 公 共 施 設 や 配 置 や 規 模 、建 築 物 の 用 途 や 形 態 な ど に
関 す る 事 項 を 定 め 、開 発 行 為 や 建 築 行 為 を 適 正 に 誘 導 、規 制 す る 計 画（ 制 度 ）。
そ の 内 容 は 、 地 区 の 目 標 、 将 来 像 を 示 す 「 地 区 計 画 の 方 針 」 と 、 生 活 道 路 の 配
置 、建 築 物 の 建 て 方 の ル ー ル な ど を 具 体 的 に 定 め る「 地 区 整 備 計 画 」と か ら な
り 、住 民 な ど の 意 見 を 反 映 し て 、町 並 み な ど そ の 地 区 独 自 の ま ち づ く り の ル ー
ル を 、き め 細 か く 定 め る も の 。具 体 的 に は 建 物 の 用 途 、高 さ 、色 な ど の 制 限 や 、
地 区 道 路 、公 園 な ど の 配 置 に つ い て き め 細 か く 定 め 、景 観 の す ぐ れ た 良 い ま ち
づ く り を 進 め る  

0 6  特 定 用 途 制 限 地 域：特 定 用 途 制 限 地 域 と い う の は 、用 途 地 域 が 定 め ら れ て い な
い 土 地 の 区 域 (市 街 化 調 整 区 域 を 除 く )内 に お い て 、そ の 良 好 な 環 境 の 形 成 や 保
持 の た め 、そ の 地 域 の 特 性 に 応 じ て 合 理 的 な 土 地 利 用 が 行 わ れ る よ う 、制 限 す
べ き 特 定 の 建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 が 定 め ら れ る 地 域 の こ と 。  

0 7 建 築 形 態 規 制 :  敷 地 面 積 に 対 す る 建 築 物 の ボ リ ュ ー ム や 高 さ を 制 限 し 、調 和 の
と れ た 市 街 地 環 境 の 形 成 を 図 る も の で 、建 ぺ い 率 制 限 、容 積 率 制 限 、道 路 斜 線
制 限 、 隣 地 斜 線 制 限 、 日 影 規 制 の ５ つ が あ る 。

0 8  多 自 然 川 づ く り： 河 川 全 体 の 自 然 の 営 み を 視 野 に 入 れ 、地 域 の 暮 ら し や 歴 史 ・
文 化 と の 調 和 に も 配 慮 し 、河 川 が 本 来 有 し て い る 生 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環 境
及 び 多 様 な 景 観 を 保 全 ・ 創 出 す る た め に 、 河 川 管 理 を 行 う こ と を い う 。  

0 9 風 致 地 区 ： 都 市 の 風 致 （ 樹 林 地 、 水 辺 地 な ど で 構 成 さ れ た 良 好 な 自 然 的 景 観 ）
を 維 持 す る た め 、都 市 計 画 法 に よ り 都 市 計 画 で 定 め ら れ る 地 区 で あ る 。風 致 地
区 内 で は 、都 市 の 風 致 を 維 持 す る た め に 、一 定 の 行 為 を 行 う 場 合 は あ ら か じ め
許 可 が 必 要 と な る 。  

1 0 緑 地 保 全 地 区： 都 市 緑 地 保 全 法（ 昭 和 ４ ８ 年 ９ 月 １ 日 法 律 第 ７ ２ 号 ）第 ３ 条 の
規 定 に 基 づ く 緑 地 保 全 地 区 は 、地 域 住 民 の 健 康 で 文 化 的 な 都 市 生 活 の 確 保 に 寄
与 し 、良 好 な 都 市 環 境 の 形 成 に 資 す る 緑 地 保 全 を 目 的 と し た 、都 市 計 画 法 第 ８
条 に よ る 地 域 地 区 の 一 つ で あ る 。

 緑 地 保 全 地 区 内 で は 、緑 地 を 保 全 す る た め 、建 築 物 の 建 築 、宅 地 の 造 成 、木 竹
の 伐 採 な ど の 行 為 は 、通 常 の 管 理 行 為 以 外 は 制 約 を 受 け る こ と に な る が 、そ の
代 償 と し て 、 県 等 に よ る 土 地 の 買 い 入 れ の 制 度 が 設 け ら れ て い る 。


